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◆ 診療報酬点数表＜別表第一医科診療報酬点数表による＞（抜粋）◆ 
 

  診療報酬の算定方法 

改定：平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５２号 

実施：平成２８年４月１日 

センチネルリンパ節生検 

第３部 検査                                 

第４節 診断穿刺・検体採取料 

通則 

１ 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。 

２ 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。 

 

区   分 点数（点） 備   考 

Ｄ４０９－２ センチネルリンパ節生検（片側） 

１ 併用法 

 

２ 単独法 

 

 

 

５,０００ 

 

３,０００ 

 

 

注）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するも

のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関

において、乳がんの患者に対して、１については

放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、

２については放射性同位元素又は色素を用いて

行った場合に算定する。ただし、当該検査に用い

た色素の費用は、算定しない。 

 

 

 

特掲診療料の施設基準等 (平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５４号 実施：平成２８年４月１日) 

第五 検査 
十四  センチネルリンパ節生検（片側）の施設基準 

（１）当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 

（２）当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 
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第１０部 手術 

通則 

１ 手術の費用は、第１節若しくは第２節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第１節に掲げる所定点数及び第２節

の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置（区分番号 

Ｊ１２２からＪ１２９－４までに掲げるものを除く。）及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保

険医療材料の費用は、第１節の各区分の所定点数に含まれるものとする。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 区分番号Ｋ００７〈皮膚悪性腫瘍切除術〉（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、（他区分省略）、Ｋ４７６

〈乳腺悪性腫瘍手術〉（１から７までについては、注１又は注２に規定する加算を算定する場合に限る。）、（他区分省

略）に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号Ｋ５４６、Ｋ５４９、Ｋ５９７－３、Ｋ５９７－

４、Ｋ６１５－２及びＫ６３６－２に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、

地方厚生局長等に届け出ることを要しない。 

５～１７ （略） 

 

 第１節 手術料 

区   分 点数（点） 備   考 

第１款 皮膚・皮下組織  （皮膚、皮下組織） 

Ｋ００７ 皮膚悪性腫瘍切除術 

１ 広汎切除 

 

 

２８,２１０ 

注）放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリン

パ節生検（悪性黒色腫に係るものに限る。）を併

せて行った場合には、悪性黒色腫センチネルリン

パ節加算として、５,０００点を所定点数に加算す

る。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算

定しない。 ２ 単純切除 

  

 

１１,０００ 

第７款 胸部 （乳腺） 

Ｋ４７６ 乳腺悪性腫瘍手術 

 １ 単純乳房切除術（乳腺全摘術） 

 

 

１４,８２０ 

注１）放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ

ンパ節生検を併せて行った場合には、乳がんセ

ンチネルリンパ節加算１として、５,０００点を

所定点数に加算する。ただし、当該検査に用い

た色素の費用は、算定しない。 

２）放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリ

ンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネ

ルリンパ節加算２として、３,０００点を所定点

数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素

の費用は、算定しない。 

 ２ 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない

もの） 

２８,２１０ 

３ 乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないも

の） 

２２,５２０ 

４ 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの

（内視鏡下によるものを含む。）） 

４２,３５０ 

５ 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うも

の）・胸筋切除を併施しないもの 

４２,３５０ 

６ 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うも

の）・胸筋切除を併施するもの 

４２,３５０ 

７ 拡大乳房切除術（胸骨旁、鎖骨上、下窩

など郭清を併施するもの） 

５２,８２０  

８ 乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴

わないもの） 

２７,８１０ 

９ 乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴

うもの） 

４８,３４０ 
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特掲診療料の施設基準等 (平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５４号 実施：平成２８年４月１日) 

第十二 手術 
一 医科点数表第二章第十部手術通則第４号に掲げる手術の施設基準 

（１）通則 

緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。 

（２）皮膚悪性腫瘍切除術（悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。）、（他区分省略）、乳腺

悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術）、乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）、乳房切除術

（腋窩部郭清を伴わないもの）、乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））、

乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴

うもの）・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術（胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの）につ

いては、乳がんセンチネルリンパ節加算１又は乳がんセンチネルリンパ節加算２を算定する場合に限る。）、

（他区分省略）の施設基準 

イ  当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、（他区分省略）、乳腺悪性腫

瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術）、乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）、乳房切除術（腋窩

部郭清を伴わないもの）、乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））、乳房

切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴う

もの）・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術（胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの）につ

いては、乳がんセンチネルリンパ節加算１又は乳がんセンチネルリンパ節加算２を算定する場合に限る。）、

（他区分省略）については、診療所（乳腺悪性腫瘍手術、（他区分省略）については有床診療所に限り、（他

区分省略））でもよいこととする。 

ロ  当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。 


